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基準に関する条例

条 例 施行規則 要 綱

指定

居宅サービス

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事

業の従業者、設備及び運営の基準に関する条

例（平成24年長野県条例第51号）

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事

業の従業者、設備及運営の基準に関する条例

施行規則（平成25年長野県規則第22号）

長野県指定居宅サービス及び指定介護予防

サービス等の事業の従業者、設備及び運営の

基準に関する要綱(25健長介第144号)
指定

介護予防サービス

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等

の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法の基準に関する条例（平成

24年長野県条例第52号）

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等

の事業の従業者、設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法の基準に関する条例施行規

則（平成25年長野県規則第23号）

指定

介護老人福祉施設

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例

（平成24年長野県条例第53号）

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の

従業者、設備及び運営の基準に関する条例施

行規則（平成25年長野県規則第24号）

長野県指定介護老人福祉施設の従業者、設備

及び運営の基準に関する要綱

（25健長介第145 号）

介護老人保健施設

介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例（平成24年長野

県条例第55号）

介護老人保健施設の従業者、施設及び設備並

びに運営の基準に関する条例施行規則（平成

25年長野県規則第25号）

長野県介護老人保健施設の従業者、施設及び

設備並びに運営の基準に関する要綱（25健長

介第147号）

養護老人ホーム
養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例（平成24年長野県条例第56号）

養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成25年長野県規則第26

号）

長野県養護老人ホームの設備及び運営の基準

に関する要綱（25健長介第148号）

特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に

関する条例（平成24年長野県条例第57号）

特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に

関する条例施行規則（平成25年長野県規則第

27号）

長野県特別養護老人ホームの設備及び運営の

基準に関する要綱（25健長介第149号）

軽費老人ホーム

軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例の一部改正（平成24長野県条例第58

号）

軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例施行規則（平成25年長野県規則第28

号）

長野県軽費老人ホームの設備及び運営の基準

に関する要綱（25健長介第150号）

介護医療院

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例（平成30年長野県条例

第16号）

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する条例施行規則（平成30年長

野県規則第18号）

介護医療院の従業者、施設及び設備並びに運

営の基準に関する要綱（30介第124号）

〇掲載先（長野県公式HP）
https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-shien/kenko/koureisha/kaigo/jorei270401.html

※地域密着型サービス、居宅介護支援等については市町村の定める条例による
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホームとは）

○要介護高齢者のための生活施設。
○入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○定員が29名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）と呼ばれる。

多床室 ユニット型個室

※ 入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
※ リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
※ なじみの人間関係（ユニットごとに職員を配置）

個別評価項目

・要介護度
・認知症高齢者の日常生活自立度
・介護者等の状況
・在宅サービス利用率など

総合評価項目

・身体上又は精神上の著しい障害による常時介護の必要性
・生活上の全面的な介護などの必要性
・自立度が低いことによる生活全般にわたる関与などの必要性
・認知症による行動障害、在宅のＱＯＬ
・在宅サービスの利用内容
・住宅環境の要因、入所申込時期、地域性、入所した場合の家族との交流など

○ 特別養護老人ホームは原則、要介護3以上の者のみが入所可。（平成27年４月から）
○ ただし、要介護１や要介護２の者であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所が

可能。申込者側から特例入所の要件に該当している旨の申立てがある場合には、入所申込みを受け付けない取扱いは認められない。
○ 各施設は、県ガイドラインを参考として、入所検討委員会を設置し、入所に関する基準及び手続を作成する。

入所対象者

長野県指定介護老人福祉施設入所ガイドライン
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人員に関する基準

医師 入所者に対し健康管理と療養上の指導を行うために必要な数

生活相談員
常勤で入所者100人に１人以上（入所者が100を超える場合は100人ごとに１人を加えた数）
【資格要件あり：平成26年3月5日付け25健長介第639号通知】

介護職員・看護職員

①介護職員と看護職員の総数：入所者３人に１以上（常勤換算方法）
②看護職員の数：

③看護職員のうち１人以上は常勤
④生活相談員は常勤の者でなければならない

栄養士・管理栄養士
１人以上（入所定員が40人を超えない施設は、他の社会福祉施設等の栄養士または管理栄養士との連携で入所
者の処遇に支障がないときは置かないことができる）

機能訓練指導員 １人以上（日常生活を営むのに必要な機能改善・減退防止のための訓練を行う能力を有する者）

介護支援専門員
①常勤で１人以上（入所者100人に１人を標準、増員分は非常勤可）
②専従（入所者の処遇に支障がない場合は、他の職務に従事できる）

※管理者
常勤・専従（管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等または当該介護老人福祉施設のサテライト型居住
施設の職務に従事することができる）

介護老人福祉施設
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人員に関する基準

昼間の配置 ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員

夜間、深夜の配置 ２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

ユニットリーダー
ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置
ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に２名以上配置（２ユニット以下の場合は、１名）

従来型施設と併設
ユニット型施設と従来型施設は、それぞれ別施設として指定
ユニット型施設と従来型施設を併設した施設であれば、介護・看護職員の兼務可

ユニット型介護老人福祉施設の勤務体制の確保等

参考：令和７年３月25日 介護保険最新情報Vol.1368
「令和７年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」

令和７年３
月31日まで
の取扱い！
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設備に関する基準

居室

①居室の定員：1人
（必要と認められる場合は２人）
②入所者１人当たりの床面積：10.65㎡以上
③ブザーまたはこれに代わる設備を設ける

静養室 介護職員室または看護職員室に近接して設ける

浴室 要介護者が入浴するのに適したもの

洗面設備・
便所

居室のある階ごとに設置

医務室
①診療所とする
②入所者の診療に必要な医薬品・医療機器を備
え、必要に応じ臨床検査設備を設ける

食堂・
機能訓練室

①それぞれ必要な広さを有し、合計面積は３平
方メートル×入所定員以上（ただし、食事の提
供・機能訓練に支障がない広さを確保すれば、
同一の場所でできる）

廊下幅 1.8ｍ以上（中廊下の幅は2.7ｍ以上）

消火設備な
ど

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
を設ける

※多床室に係る経過措置
・県条例施行の際、現に存する介護老人福祉施設について、居室定員の基準を適用する場合は、「1人」とあるのは「４人」とする。

「現に存する」とは、基本的な設備が完成しているものを含み、条例の制定施行の後に増築・全面的に改築された部分を除く

従来型

ユニット

入居定員原則概ね10人以下（15人まで）
①居室の定員：1人（または２人）
②入所者１人当たりの床面積：10.65㎡以上
③ブザーまたはこれに代わる設備を設ける

静養室 介護職員室または看護職員室に近接して設ける

浴室 要介護者が入浴するのに適したもの

洗面設備・
便所

居室のある階ごとに設置

医務室
①診療所とする
②入所者の診療に必要な医薬品・医療機器を備
え、必要に応じ臨床検査設備を設ける

共同生活室
２㎡×その共同生活室のユニット入居定員以上
を標準

廊下幅 1.8ｍ以上（中廊下の幅は2.7ｍ以上）

消火設備な
ど

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
を設ける

ユニット型
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運営に関する基準①

項目 内容 内容のポイント

（1）
内容・手続きの説明と
同意

あらかじめ入所申込者または家族に、運営規程の概要等、サービスの選択に
関係する重要事項を文書で説明、同意を得て、提供を開始する。

• 「運営規程」と「重要事項説明書」の記載内
容（サービス提供の内容や施設の利用に当
たっての留意事項など）が相違しないこと

• 記載内容が事業の実態と乖離していないこと

（2） 提供拒否の禁止 正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。

＜正当な理由がある場合とは＞
入院治療の必要がある場合その他入所者に対し
適切な指定介護福祉施設サービスを提供するこ
とが困難な場合

（3）
サービス提供困難時の
対応

自ら適切なサービス提供が困難な場合、適切な施設や病院・診療所への紹介
などを行う

（4）
利用者の受給資格等の
確認

被保険者証によって、要介護認定の有無及び有効期間を確認のうえ、認定審
査会意見があるときには、それに配慮して提供する

（5）
要介護認定等の申請に
係る援助

認定申請を行っていない入所申込者・患者の申請（必要な場合の更新認定の
申請）を援助する

(6) 入退所・入退院
定員超過となる場合、介護の必要の程度等を勘案して、サービスを受ける必
要性が高い者を優先的に入所・入院させるよう努める

新規入所者は要介護3以上の要介護者が原則だが、
やむを得ない事由があることにより要介護１・
２の特例入所が認められており、市町村へ意見
照会及び入所検討委員会を開催すること。内容
は記録すること。

（7） 心身の状況等の把握 入所申込者・患者の心身の状況、病歴等を把握する
入所者に対して適切なサービスが提供されるよ
うにするため

（8）
居宅介護支援事業者等
との連携

退所後の主治医や居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービス提供者と連
携し、退所時には情報を提供する

利用者の心身の状況やその者の置かれている環
境等を十分に踏まえ、必要な援助をすること
※本人又は家族等に対する家庭での介護方法に
関する適切な指導、居宅介護支援事業者等に対
する情報提供等

介護保険施設の運営基準（共通的事項）
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運営に関する基準②

項目 内容 内容のポイント

（9） サービスの提供の記録
入退所の年月日、施設の種類・名称を被保険者証に記載する。また、サービスを提供
した際には、提供した具体的なサービス内容等を記録する

事故、苦情、身体拘束に関する記
録は５年間保存（長野県条例）

（10） 利用料等の受領
施設サービス費用の１割（２割・３割）相当額に加え、食費や居住費、日常生活費、
要介護者の選定による特別なサービスの費用を徴収する

（11）
保険給付の償還請求の
証明書の交付

現物給付とならないサービス費用の支払いを受けた場合、内容・費用等を記載した
サービス提供証明書を入所者・患者に交付する

（12） 身体拘束等の禁止
緊急やむを得ない場合を除いて、身体拘束など入所者の行動を制限する行為を行って
はならない。緊急やむを得ず行った場合、所定事項を記録する。

<身体拘束適正化>
①対応を検討する委員会を３月に
１回以上開催し、その結果を従業
者に周知徹底を図る
②適正化のための指針を整備する
③介護職員等の従業者に対し、研
修を定期的に実施する措置を講ず
る（年２回以上、新規採用時には
必ず実施することが重要）

（13）
施設サービス計画の作
成

介護支援専門員が、面接による課題の把握、計画原案の作成、入所者への説明・同意
に基づいて、施設サービス計画を作成し、入所者に交付する。作成後も必要に応じて
計画変更を行う。

計画作成担当介護支援専門員は、
アセスメントやサービス担当者会
議の開催等手順に従い、入所者ご
との施設サービス計画を作成する

（14） 機能訓練
入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、
又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない

日常生活の中での機能訓練やレク
リエーション、行事の実施等を通
じた機能訓練を含む

（15） 介護
・入所者の自立支援・日常生活の充実に資するよう、適切な技術で行う
・入所者等の負担により、施設の従業員以外の者による介護等を受けさせない
・常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる

・１週間に２回以上、適切な方法
により（ユニット型の場合は精神
的に快適な生活を営めるような観
点から）入浴あるいは清拭を行う
・排泄の自立に必要な援助及び離
床、着替え、整容などの介護を適
切に行う

（16） 食事
栄養などを考慮して適切な時間に提供し、できるだけ離床して食堂で（ユニット型に
あっては、入所者の意思を尊重しつつ、共同生活室で）行われるよう努める

（17） 相談および援助
入所者の心身の状況等を的確に把握し、入所者・家族の相談に適切に応じるとともに
必要な助言その他の援助を行う

11



運営に関する基準③

項目 内容 内容のポイント

（18）

社会生活上の便宜の提
供等（その他のサービ
スの提供）

• 教養娯楽設備等を備え、適宜レクリエーション行事を行う
• ユニット型では趣味・教養・娯楽の活動の機会を提供し支援す

る
• 常に入所者等の家族と連携を図り、交流の機会を確保する

（19） 栄養管理
入所者者の栄養状態の維持と改善を図り、自立した日常生活を営む
ことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行
わなければならない

管理栄養士（栄養士のみが配置されている施設や栄養
士又は管理栄養士を置かないことができる施設につい
ては、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行う
こととする）が入所者の栄養状態に応じて、計画的に
行うこと。

（20） 口腔衛生の管理
入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことが
できるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じ
た口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない

R6.4.1～義務化
• 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術
的助言を年２回以上行う

• 従業者又は歯科医師が入所者毎に施設入所時及び月
に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施すること

• 必要に応じて、定期的に計画を見直すこと
• 施設と歯科医師等においては、実施事項等を文書で

取り決めること

• 別途資料P６～も参照のこと

（21）
入所者に関する市町村
への通知

入所者が正当な理由なく指示に従わず要介護状態の程度を悪化させ
たときや、不正な受給があるとき等は、意見を付け市町村に通知す
る

（22） 管理者による管理
管理者は常勤であり、かつ施設の管理業務に専従する（支障がない
場合は他の事業所、施設等または当該介護老人福祉施設のサテライ
ト型居住施設の職務に従事することができる）

（23） 管理者の責務
管理者は従業者・業務の管理を一元的に行い、規定の遵守に必要な
指揮命令を行う

介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービ
ス提供を行うため、利用者へのサービス提供の場面等
で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者
及び業務の管理を一元的に行う
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運営に関する基準④

項目 内容 内容のポイント

（24）
計画担当介護支援
専門員の責務

計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成等の他に以下の業務を行う
• 申込者の入所等に際し、居宅介護支援事業者に対する照会等により、心身の状況・

病歴・生活歴・サービス等の利用状況等を把握する
• 心身の状況・環境等を照らし、居宅において日常生活を営めるかどうかを定期的に

検討する
• 居宅で日常生活を営めると認められる入所者に対し、入所者・家族の希望、退所後

おかれる環境等を勘案し、円滑な退所のための援助を行う
• 退所に際し、居宅介護支援事業者に情報提供をするほか、保健医療サービス・福祉

サービスの提供者と密接に連携する
• 身体的拘束等の様態・緊急やむを得ない理由等を記録する
• 苦情の内容等・事故の状況及び採った処置を記録する

（25） 運営規程
①サービスの内容・利用料等の費用額、②虐待防止のための措置など規程を定めてお
く

※虐待防止に係る措置はR6.4.1～義務化

（26） 勤務体制の確保等
• 適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定め、資質の向上のため

に、その研修の機会を確保する
• 従業者に認知症介護基礎研修を受講させる

※認知症介護基礎研修はR6.4.1～義務化

（27）
業務継続計画の策
定等

感染症や災害が発生した場合も利用者がサービス提供を受けられるよう、業務継続計
画を策定し、従業者に研修（年２回以上）と訓練（年２回以上）を実施する

※R6.4.1～義務化

（28） 定員の遵守
災害などやむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所
させてはならない

（29） 非常災害対策
非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を
整備し、定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難・救出等の必要な訓練を
行う

（30） 衛生管理等

• 入所者が使用する施設、食器等の設備、飲用水について衛生的な管理に勤め、また
は衛生上必要な措置を講じるとともに、医薬品・医療機器の管理を適正に行う

• 施設において感染症や食中毒が発生しないよう、またまん延しないように、委員会
の開催（３月に１回以上）、指針の整備、研修の実施（年２回以上）、訓練（年２
回以上）の措置を講じる

※感染症の予防及びまん延の防止のため
の訓練はR6.4.1～義務化
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運営に関する基準⑤

項目 内容 内容のポイント

(31) 掲示
• 見やすい場所に、運営規程の概要や協力医療機関などのサービス選択に関係す

る重要事項を掲示しなければならない
• 原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない

重要事項のウェブサイトへの掲載は、
令和7年４月１日より適用

(32) 秘密保持等
サービス従業者は、正答な理由なく、その業務上知り得た利用者または家族の秘密
を漏らしてはならない

（33）

居宅介護支援事業
者に対する利益供
与等の禁止

居宅介護支援事業者またはその従業者に対し、施設を紹介することの対償として、
金品その他財産上の利益を供与してはならない。また、施設からの退所者を紹介す
ることの対償として、同様の利益を収受してはならない。

（34） 苦情処理

• 苦情受付の窓口を設置するなど必要な措置をとり、苦情の内容を記録する
• 入所者や家族からの苦情について、市町村・国保連が行う調査に協力し、市町

村・国保連による指導又は助言に従って必要な改善を行い、求めがあったとき
は報告する

（35） 地域との連携等
地域住民・自発的な活動との連携と協力など地域交流に努める。また、入所者から
の苦情に関し、市町村等が派遣する者が相談・援助を行う事業等に協力する
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運営に関する基準⑥

項目 内容 内容のポイント

(36)
事故防止及び事故
発生時の対応

• サービスの提供により入所者に事故が発生した場合、速やかに市町村・家族に
連絡し、必要な措置を講じる

• 事故防止・再発防止のため、担当者を置き、指針・体制を整備し、研修を行う

事故防止検討委員会及び研修（年２回以
上）を定期的に行うこと

(37) 虐待の防止
• 事業者は虐待の防止のために次の必要な措置を講じる
• ①定期的な委員会の開催 ②指針の整備 ③研修を定期的（年２回以上、新規

採用時には必ず実施）に実施する ④担当者の配置
R6.4.1～義務化

(38) 会計の区分 施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分する

(39) 記録の整備
施設サービス計画、提供した具体的なサービスの内容等についての記録を整備し、
完結の日から２年間保存する

事故、苦情、身体拘束に関する記録は５年
間保存（長野県条例）

(40)
生産性向上検討委
員会の設置

業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進
を図るため、入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資
する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置を活用して行うことができる）
を定期的に開催する

管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職
種により構成することが望ましい
※令和９年４月１日から義務化

(41) 協力医療機関等

入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、各要件を満たす協力医療機関を
定めなければならない
※協力医療機関との連携は、R9.3.31まで努力義務
※年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、医療機
関の名称や医療機関との取り決めの内容を都道府県知事又は中核市の市長に届け出
ること
※医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該医療機関との連携方法そ
の他の緊急時における対応方法を定めておかなければならない
→１年に１回以上、緊急時における対応方法をの見直しを行い、必要に応じて変更
すること
→１年に１回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応の
確認をすること

①入所者の病状が急変した場合等において
医師又は看護職員が相談対応を行う体制を
常時確保していること
②診療の求めがあった場合において診療を
行う体制を、常時確保していること
③入所者の病状が急変した場合において、
医師又は協力医療機関その他の医療機関の
意思が診療を行い、入院を要すると認めら
れた入所者の入院を原則として受け入れる
体制を確保していること

(42) 秘密保持等
サービス従業者は、正答な理由なく、その業務上知り得た利用者または家族の秘密
を漏らしてはならない
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受講報告について

★受講確認票の提出締切日は令和８年１月16日（金）です。

（締切日以降は受付できなくなります。）

「説明動画の視聴＋資料の閲覧」→ 受講確認票の提出 → 出席となります。

長野県への受講報告はこちらの

QRコードから申請が可能です

提出方法

「ながの電子申請サービス（長野県）」より受講確認票を申請してください。

注意事項

✓ 同一事業所で複数のサービスを行っている事業所はサービス種別毎に報告をお願いします。

（例：訪問介護及び通所介護事業所を運営している場合、訪問介護、通所介護それぞれのサービス種別毎で受講報告をお願いします。）

✓ 医療みなし事業所及び施設みなし事業所は本集団指導における受講対象に含みます。

✓ 居宅介護支援事業所、地域密着型サービス、総合事業サービスは本集団指導の受講対象から除きます。

（当該サービスの集団指導については、各指定権者（市町村、広域連合）へお問い合わせください。）

✓ 休止中の事業所は回答不要です。

✓ 長野市及び松本市所在の事業所については、各市に受講確認を報告してください。
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